
　 第 号

様 年 月 日

　

　

そ の 他

ま で令和 年 月 日

番地先

歩 道

担 当 者

場 所

令和 　

許 可 日

協　　　　 議
します。

道 路 復 旧 の 方 法

他 の 占 用 者 協 議

占 用 物 件

占 用 期 間

工 事 期 間

　水　道　・　下水道　・　大阪ガス　・　関　電　・　ＮＴＴ　・　その他

ま で

備 考
　

方 法 又 は 形 態 　片側通行止　・　全面通行止　・　制限なし （　昼間　・　夜間　）

占 用 の 目 的

占 用 の 場 所 大山崎
円明寺
下植野

の規定により
許可を申請

大山崎町字

占 用 物 件
の 構 造

路線名

住 所

道路法
第３２条

第３５条

　

令 和 年 月 日

更

新

変

更協 議
書

新

規
道 路 占 用

許 可 申 請

開削 ・ 推進 ・ その他

数 量

前 川 光大山崎町長

小字

氏 名

Ｔ Ｅ Ｌ

間

　

大 山 建 占 第 号

添 付 書 類
位置図・平面図・断面図
構造図・交通規制図

工 事 実 施
の 方 法

車 道

か ら

名 称

本復旧　　・　　仮復旧

か ら

間

令 和 年 月 日

許 可 日

規 模



　 年 月 日 付 第 号で申請のあった道路敷の占用並びに掘削に

ついては、次のとおり許可する。

大山崎町長 

係員課長 参事 参与 係リーダー

数 量

占 用 の 目 的

主 務

大山建占第　　　号

路面の維持補修を十分行うこと。

間

位置図・平面図・断面図
構造図・交通規制図

令 和 年 月 日

ほか別紙のとおり。

大山崎町字

令和 　

前 川 光

　

名 称

道路管理者

番地先

占 用 物 件

　 　

担 当 者

Ｔ Ｅ Ｌ

他 の 占 用 者 協 議

方 法 又 は 形 態

許 可 日 か ら

　水　道　・　下水道　・　大阪ガス　・　関　電　・　ＮＴＴ　・　その他

添 付 書 類

　片側通行止　・　全面通行止　・　制限なし （　昼間　・　夜間　）

開削 ・ 推進 ・ その他工 事 期 間
工 事 実 施
の 方 法

令和　　　年　　　月　　　日

歩 道 そ の 他

※掘削申請の場合は、「占用」を「掘削」に読み替えてください。

令和 年 月 日

許 可 条 件

間

備 考

ま で

占 用 物 件
の 構 造

大山崎
円明寺
下植野

小字

ま で

規 模

場 所

道 路 復 旧 の 方 法 本復旧　　・　　仮復旧

占 用 期 間
許 可 日 か ら

車 道

占 用 の 場 所

路線名

住 所

氏 名



　 年 月 日 付第 号で申請のあった道路敷の占用並びに掘削に

ついては、次のとおり許可する。

大山崎町長 

道 路 復 旧 の 方 法

占 用 期 間

規 模

間

許 可 日 か ら
工 事 期 間

令和 　 　 　

占 用 物 件

か ら

大山崎
円明寺
下植野

　水　道　・　下水道　・　大阪ガス　・　関　電　・　ＮＴＴ　・　その他

本復旧　　・　　仮復旧 添 付 書 類
位置図・平面図・断面図
構造図・交通規制図

令 和 年 月 日 ま で 間

前 川 光

道 路 占 用 許 可 書

道路管理者

氏 名

令和　　年　　月　　日

そ の 他歩 道車 道

数 量

番地先

備 考
　

方 法 又 は 形 態 　片側通行止　・　全面通行止　・　制限なし （　昼間　・　夜間　）

他 の 占 用 者 協 議

占 用 物 件
の 構 造ま で令和 年 月 日

工 事 実 施
の 方 法

開削 ・ 推進 ・ その他

小字大山崎町字

大山建占第　　　号

住 所

※掘削申請の場合は、「占用」を「掘削」に読み替えてください。

許 可 条 件

路面の維持補修を十分行うこと。

ほか別紙のとおり。

占 用 の 目 的

許 可 日

占 用 の 場 所

路線名

場 所

名 称

担 当 者

Ｔ Ｅ Ｌ



（　　　　　　～　　　　　　　）

（　昼間　・　夜間　）

別 紙 の と お り

期 間 　許可日から

　片側通行止　・　全面通行止　・　制限なし

現場責任者

住 所

氏 名

方 法 又 は 形 態

添 付 書 類

のとおり申請があったので協議します。

道 路 使 用 の 目 的

場 所 又 は 区 間 大 山 崎 町 字 小 字
大山崎
円明寺
下植野

番地先

前 川 光

申 請 者

住 所

氏 名

下 記
別 紙

大山崎町長

向 日 町 警 察 署 提 出 分

道 路 法 第 ３ ２ 条 第 ５ 項 に よ る 協 議 書

大 山 建 占 第 号

令 和 年 月 日

向 日 町 警 察 署 長 様



様

印

（　　　　　　～　　　　　　　）

大 山 崎 町 保 管 分

小 字大 山 崎 町 字場 所 又 は 区 間

氏 名

道 路 使 用 の 目 的

道 路 法 第 ３ ２ 条 第 ５ 項 に よ る 回 答 書

大山崎町長

向 日 町 警 察 署 長

令 和 年 月 日

前 川 光

大山崎
円明寺
下植野

住 所

申 請 者

　許可日から期 間

上 記 の 協 議 に つ いて 、 別紙の とおり 回答 し ま す。

番地先

別 紙 の と お り

　片側通行止　・　全面通行止　・　制限なし

添 付 書 類

住 所

現場責任者

方 法 又 は 形 態

氏 名

（　昼間　・　夜間　）


